
 

 

 

 

 

2014年 4月 1日 

第一生命保険株式会社 

 

 

－ＮＩＳＡ口座開設・開設済のお客さまに－ 

ＮＩＳＡ口座でも課税口座でも投資信託の購入手数料無料！ 

「第一生命ＮＩＳＡ・スプリングキャンペーン」の実施について 

 

 

第一生命保険株式会社（社長：渡邉光一郎）は、お客さまの「一生涯のパートナー」と

して幅広く生活設計のお役にたてるよう、1998 年の取扱い開始以降、投資信託を商品ライ

ンアップのひとつとして提供を続けています。 

本年（2014 年）1 月に、日本における新たな税制としてＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）

が導入され、公募株式投資信託や上場株式等について毎年 100 万円までの投資額に対して

配当所得・譲渡所得が最長 5 年間非課税となる制度がスタートしました。これを受け、当

社は大手生命保険会社として初めてＮＩＳＡの取扱いを開始しています。 

 

2014 年 4 月より、ＮＩＳＡご利用を促進すべく、新たに「第一生命ＮＩＳＡ・スプリン

グキャンペーン」を実施します。 

就職・セカンドライフ・転居等、心躍る新しい生活をスタートするお客さまが数多くい

らっしゃるこの時期に、ＮＩＳＡを活用した資産運用をスタートしようというお客さまに

とって、本キャンペーンは、ＮＩＳＡ口座の開設や投資信託のご購入をご検討いただきや

すくなるものと考えています。 

また、本キャンペーンでは、ＮＩＳＡ口座を当社で既に開設されているか、新規にＮＩ

ＳＡ口座を開設される方を対象に、課税口座で投資信託を購入される場合も投資信託の購

入手数料を無料にします。 

これにより、ＮＩＳＡでの購入限度額（100万円）を越える場合も、投資信託を購入手数

料無料でご購入いただけることになります。 

是非この機会に、本キャンペーンを活用し、多くのお客さまにＮＩＳＡ・投資信託をご

利用いただきたいと考えています。 

 

 

 

 

 



１．キャンペーン概要 

（１）「３つの無料サービス」 

ＮＩＳＡ口座開設をお申し込みのお客さまを対象に 

①ＮＩＳＡ口座での投資信託の購入手数料無料（2014年 1月～12月） 

 ＮＩＳＡ口座での購入は 100万円が上限です。 

 

②ＮＩＳＡ口座での購入上限を超えた方でも、課税口座での投資信託の購入

手数料無料（2014年 6月 30日（月）まで） 

 課税口座（一般口座または特定口座）での購入が対象です。 

 購入手数料が無料となる投資信託の購入金額に上限はありません。 

 

③ＮＩＳＡ口座開設に必要な住民票（写し）の取付代行サービス無料  

（2014年 6月 30日（月）まで） 

 住民票（写し）の取得について委任状をご提出いただいた場合、無料

で取得を代行します。 

 

（２）「もれなくプレゼント」 

2014年 4月 1日（火）から 2014年 6月 30日（月）まで、ＮＩＳＡ口座開設

をお申し込みいただいた方全員に、以下の小冊子をもれなくプレゼントします。 

①「相続について考える本」 

②「サラリーマン川柳コンクール傑作３００選」 

 

２．投資信託・ＮＩＳＡの申し込み・お問い合わせは 

第一生命 投信コールセンター（フリーダイヤル：0120-443-874、受付時間：

平日 9:00～17：00）またはＦＰコンサルティング部営業担当者へご連絡ください。 

 

※第一生命の支社・営業オフィス・営業職員、第一生命ほけんショップ、第一生命コールセ

ンター（0120-157-157）ではお取扱いをしていません。 

 

 

第一生命では、第一生命グループの生命保険に加え、提携先のアフラックのがん保険、

損害保険ジャパンの損害保険とともに、今般のＮＩＳＡ対応による投資信託の拡充により、

お客さまの「一生涯のパートナー」としてお役にたてるよう、幅広いラインアップを活か

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の概要 

非課税対象 公募株式投資信託・上場株式等の配当所得・譲渡所得 

非課税投資額 毎年、新規投資額で 100万円を上限 

口座開設期間 2014年 1月 1日～2023年 12月末までの 10年間 

非課税投資総額 最大 500万円（100万円×5年分） 

保有期間（非課税期間） 最長 5年間 

途中売却 
自由（ただし、売却部分の枠は再利用不可。本口座以外との損益

通算不可。） 

口座開設数 
年間 1人 1口座（2014年～2017年分、2018年～2021年分、2022

年～2023年分それぞれをセットで 1金融機関のみ） 

年齢制限等 口座開設する年の 1月 1日時点で満 20歳以上の国内居住者等 

 ※当社では、上場株式・REIT・ETF 等は取り扱っていません。 

 

２．キャンペーン 

（１）「３つの無料サービス」 

①ＮＩＳＡ口座購入手数料無料サービス 

内 容 
ＮＩＳＡ口座で投資信託をご購入いただいたお客さまに対して、

投資信託購入手数料をゼロ（無料）とします。 

期 間 2014年 12月 30日（火）注文受付分まで 

②投資信託購入手数料無料サービス 

内 容 

ＮＩＳＡ口座開設をお申込いただいたお客さまに対して、投資信

託購入手数料をゼロ（無料）とします。 

※課税口座（一般口座・特定口座）での購入になります。 

期 間 2014年 6月 30日（月）約定分まで 

③住民票取付無料サービス 

内 容 

ＮＩＳＡ口座開設に必要な住民票（写し）の取得について、お客

さまから委任状を提出いただくことで、お客さまに代わって無料

で取得します。 

期 間 2014年 6月 30日（月）当社到着分まで 

 

（２）「もれなくプレゼント」 

内 容 

期間中、当社でＮＩＳＡ口座開設を申込みいただいた場合、お申

込みいただいたお客さまへ全員に小冊子「相続について考える本」

「サラリーマン川柳コンクール傑作３００選」をプレゼントしま

す。 

期 間 2014年 4月 1日（火）～2014年 6月 30日（月） 

以上  

別紙 



【キャンペーンに関するご留意事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ＮＩＳＡ口座開設には、投資信託総合取引口座の開設が必要です。 

 

■投資信託購入手数料無料サービス、ＮＩＳＡ口座購入手数料無料サービスについて 

●商品ごとに購入手数料は異なります。また、購入手数料無料の商品もあります。 

●当社でのＮＩＳＡ口座開設（他金融機関へのＮＩＳＡ口座開設お申込がないこと）が条件と

なります。 

●投資信託購入手数料無料サービス（課税口座での購入手数料無料サービス）については、当

社に投資信託総合取引口座をお持ちのお客さまは、ＮＩＳＡ口座開設に必要な所定の書類の

完備が当社で確認できた日の 2営業日目からの購入申込が対象となります。当社に投資信託

総合取引口座をお持ちでないお客さまは、同口座の開設手続き完了（1週間程度を要します）

後、ＮＩＳＡ口座開設に必要な所定の書類の完備が当社で確認できた日の 2 営業日目からの

購入申込が対象となります。ご購入申込の際にご照会ください。 

●ＮＩＳＡ口座での投資信託購入は、ＮＩＳＡ口座開設完了後にお送りする「非課税口座開設

のご案内」が届いた当日から可能となります。ただし、ＮＩＳＡ口座の開設は、住民票をご

提出いただいた場合で、お申込みから開設完了までに通常 4～6週間程度かかります。また、

住民票代行取得キャンペーンをご利用の場合、住民票の取得に最大 2 ヶ月程度かかる場合が

ございます。 

●投資信託購入手数料無料サービスは、約定日が 2014 年 6月 30日（月）までとなる購入が対

象となります。 

●ＮＩＳＡ口座購入手数料無料サービスは、注文受付が 2014 年 12 月 30 日（火）までとなる

購入が対象となります。 

 

■住民票取付無料サービスについて 

●住民票（写し）の代行取得にあたり、委任状等書類のご提出が必要です。 

●お客さまご自身で住民票（写し）を取得された場合は、住民票（写し）の取得費用はお客

さまご負担となります。 

●役所により委任状による住民票（写し）の交付申請を受付けてもらえない場合があります

ので、その際はご自身で住民票（写し）をご用意ください。 

●取得した住民票（写し）はＮＩＳＡ口座の開設手続きにのみ使用します。 

●第一生命でＮＩＳＡ口座を開設されなかった場合、住民票（写し）はお渡しいたしません。

（第一生命にて破棄させていただきます。） 

●2013 年 1 月 1 日以降に転居された方は住民票（写し）に代わり「除票」を取得させていた

だきます。 

●委任状にご記入いただいた氏名・住所に住民票等との相違があった場合、住民票（写し）

は取得できませんので再度の記入をご依頼させていただきます。 

●住民票（写し）の取得には最大 2 ヶ月程度お時間をいただく場合がございますので、お早

めに必要書類をご提出ください。 

 

■今後予告なくキャンペーン内容の変更、または取り扱いを中止させていただく場合がありま

すので、あらかじめご了承ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投登（広）A13-219-0210（2014.3.31）① 

■投資信託は、その信託財産に組み入れられた株式・債券・ＲＥＩＴなどの価格が、金利、為

替相場、その発行者に係る信用状況の変化などの影響で変動することにより、基準価額が変

動しますので、投資元本を割り込むことがあります。 

■投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、

元本が保証されているものではありません。 

■外貨建資産を組み入れている銘柄は、外国為替相場が対円で下落（＝円高）した場合、基準

価額が下がる要因となります。 

■当社（第一生命）で取扱い中の投資信託においては、お客さまに以下の費用をご負担いただ

きます。詳しくは、各商品の目論見書等をよくお読みください。なお、以下に記載の費用（率）

は、当社で取扱い中の投資信託商品につき、各項目において最大の費用（率）です。 

●申込手数料：申込金額、申込口数に応じ、3％＋消費税。 

●信託報酬：信託財産の純資産総額に対して、年 1.74％＋消費税。 

●信託財産留保額：換金申込日（海外資産を含む商品の場合は換金申込日の翌営業日）の基準

価額に対して、0.3％。 

●その他費用：信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、

外貨建て資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託銀行の立て

替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。

（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を

示すことができません。） 

■当資料における内容はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があ

ります。 

■投資信託は、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、

預金保険機構、投資者保護基金の保護の対象でもありません。 

■海外休業日等により、当社営業日であっても、ご購入やご解約ができない日があります。 

■投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオ

フ）の適用はありません。 

■目論見書等のご請求は、第一生命 投信コールセンター（0120-443-874）までお問合せくだ

さい。 

■投資信託の設定・運用は委託会社が行います。 

商号等 ／第一生命保険株式会社 

  登録金融機関 関東財務局長（登金）第１１５号 

加入協会／日本証券業協会 


